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三重県議会代表者会議規程 新旧対照表 

 

改正案 現 行 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、三重県議会会議規則（昭和

31 年三重県議会規則第１号）第 103 条第４項の

規定に基づき、代表者会議の運営等に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 代表者会議は、次の事項について協議又

は調整を行う。 

(1) 議会の行事に関すること。 

(2) 一般選挙後の議会の運営に関すること。 

(3) 議長が会派間の意見の調整その他議会運

営上必要と認めること。 

 

（構成） 

第３条 代表者会議は、議長、副議長及び５人以

上の所属議員を有する会派がその所属議員の

うちから選出する代表者をもって構成する。各

会派が選出する代表者の数は、会派の所属議員

数の比率を基準とする。 

２ 所属議員が５人に満たない会派のうち２人

以上の所属議員を有する会派は、前項の規定に

かかわらず、代表者会議の同意を得て１人の代

表者を選出することができる。 

 

（会議） 

第４条 代表者会議は、議長が招集し、会議を主

宰する。 

２ 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたと

きは、副議長がその職務を行う。 

 

（届出） 

第５条 会派が代表者を選出し、又は変更したと

きは、これを議長に届け出なければならない。 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、三重県議会会議規則（昭和

31 年三重県議会規則第１号）第 103 条第４項の

規定に基づき、代表者会議の運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 

 

【新設】 

 

 

 

 

 

 

（構成） 

第２条 代表者会議は、議長、副議長及び５名以

上の所属議員を有する会派が、その所属議員の

うちから選出する者をもって構成する。各会派

が選出する代表者の数は、会派の所属議員数の

比率を基準とする。 

２ ４名以下の所属議員を有する会派のうち２

名以上の所属議員を有する少数会派は前項の

規定にかかわらず、代表者会議の同意を得て１

名の代表者を選出することができる。 

 

（会議） 

第４条 議長は代表者会議を招集し、その会議を

主宰する。 

２ 議長に事故があるときは、副議長がその職務

を行う。 

 

（届出） 

第３条 会派が代表者を選出し、又は変更したと

きは、これを議長に届け出なければならない。 

 

資料７－２ 
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【削る】 

 

 

 

 

 

 

（代理者の出席） 

第６条 代表者に事故があるときは、議長の許可

を得て代理者を出席させることができる。 

 

（議会運営委員長の出席） 

第７条 議会運営委員長は、代表者会議に出席す

るものとし、発言することができる。 

２ 議会運営委員長に事故があるとき、又は議会

運営委員長が欠けたときは、議長の許可を得て

議会運営副委員長を代理者として出席させる

ことができる。 

 

（出席要求） 

第８条 議長が必要と認めるときは、説明のため

構成員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（会議の公開） 

第９条 代表者会議は、これを公開する。ただし、

議長が必要と認めるときは、これを公開しない

ことができる。 

 

（会議の傍聴） 

第 10 条 代表者会議の傍聴の取扱いは、三重県

議会委員会傍聴規程（平成 18 年三重県議会訓

令第７号）に準ずるものとする。 

 

（記録） 

第 11 条 議長は、職員をして、会議の概要等必

要な事項を記載した記録を作成させなければ

ならない。 

 

（協議事項） 

第５条 代表者会議に諮る事項は、次のとおりと

する。 

(1) 議会の行事に関すること。 

(2) 改選に伴う初議会の運営に関すること。 

(3) 議長において会派間の意見の調整その他

議会運営上必要と認めること。 

 

（代理者の出席） 

第６条 代表者に事故があるときは、議長の許可

を得て代理者を出席させることができる。 

 

（議会運営委員会委員長の出席） 

第７条 議会運営委員会委員長は、代表者会議に

出席するものとし、発言することができる。 

 

 

 

 

 

（代表者以外の出席） 

第８条 議長が必要と認めるときは、代表者以外

の者に対して出席を求めることができる。 

 

（会議の公開） 

第９条 代表者会議は、これを公開する。ただし、

議長が必要と認めるときは、公開しないことが

できる。 

 

（会議の傍聴） 

第 10 条 代表者会議の傍聴の取扱いは、三重県

議会委員会傍聴規程（平成 18 年三重県議会訓

令第７号）に準ずるものとする。 

 

（記録） 

第 11 条 議長は、職員をして会議の概要等必要

な事項を記載した記録を作成させなければな

らない。 
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（雑則） 

第 12 条 この規程に定めるもののほか、代表者

会議の運営等に関し必要な事項は、議長が定め

る。 

 

附 則 

この規程は、公表の日から施行する。 

 

（雑則） 

第 12 条 この規程に定めるもののほか、代表者

会議の運営に関し必要な事項は、議長が定め

る。 

 

 


